
個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 個人市民税・県民税賦課業務ファイル 

実施機関の名称 小松市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

行政管理部 税務課 

個人情報ファイルの利用

目的 
個人市民税・県民税の賦課 

記録項目 

１．氏名、２．住所、３．性別、４．生年月日、５．親族関係、６．

続柄、７．勤務先、８．収入、９．所得、10．控除、11．所得税額、

12．障がい、13．社会保険料、14．公的扶助受給状況、15．口座情報、

16．納税状況 

記録範囲 市民税・県民税課税対象者（申告による非課税者を含む） 

記録情報の収集方法 
住民記録データ、本人、給与支払者、公的年金支払者、税務署、他部

局、他市区町村から収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 実施機関内関係所管課、税務署、他市区町村関係所管課 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）小松市行政管理部総務課（情報公開担当） 

（所在地）小松市小馬出町 91番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □ 法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第７項に該当 

■ 有  □ 無 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 固定資産税・都市計画税賦課ファイル 

実施機関の名称 小松市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

行政管理部 税務課 

個人情報ファイルの利用

目的 
固定資産税・都市計画税の賦課 

記録項目 

１．氏名、２．住所、３．市内に所有している土地の所在、４．市内

に所有している家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積、５．

市内に所有している償却資産の所在、種類及び数量、６．価格（評価

額）、７．課税標準額、８．固定資産税額、９．都市計画税額、10．

口座情報、11．納税状況 

記録範囲 土地・家屋・償却資産の所有者 

記録情報の収集方法 
住民記録データ、本人、登記簿、税務署、他部局、他市区町村からの

収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 法務局、税務署、県税事務所 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）小松市行政管理部総務課（情報公開担当） 

（所在地）小松市小馬出町 91番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □ 法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第７項に該当 

■ 有  □ 無 

備考  



 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税（種別割）関係業務ファイル 

実施機関の名称 小松市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

行政管理部 税務課 

個人情報ファイルの利用

目的 
軽自動車税（種別割）の賦課 

記録項目 

１．氏名（屋号含む）又は名称、２．住所又は所在地、３．生年月日、

４．連絡先、５．申告の理由、６．車種、７．標識番号、８．所有形

態、９．主たる定置場、10．車名、11．型式及び年式、12．原動機の

型式番号、13．車台番号、14．型式認定番号、15．総排気量又は定格

出力、16．標識返納情報、17．障がい者情報、18．口座情報、19.納

税状況 

記録範囲 軽自動車税（種別割）に関する申告をした者 

記録情報の収集方法 
住民記録データ、本人・代理人等からの軽自動車税（種別割）申告書、

地方公共団体情報システム機構からの軽自動車検査情報の提供 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）小松市行政管理部総務課（情報公開担当） 

（所在地）小松市小馬出町 91番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □ 法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第７項に該当 

■ 有  □ 無 

備考  

 


